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【給与明細の理解度を先輩社会人に調査】 

6割が給与明細を必ず確認するものの、正確に理解していない 

「手取りと額面の違い」わからない4割弱 

プロが解説！「給与明細の見方と確認すべき項目」 
 

4月25日は「ファーストペイデー（初任給の日）」。多くの新入社員が初めて給料を受け取る日に由来するそうです。そこ

で、登録者数51万人超のYouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』を運営する税理士の菅原 由一は、18歳以上25

歳未満の会社員の男女全国1,000人を対象に「給与明細」についてアンケート調査を実施しました。 

 

■調査概要 

調査期間：2024年4月8日 

調査手法：インターネット調査 

調査対象：18歳以上25歳未満の会社員（正社員）の男女全国 

サンプル数：1,000人 

調査機関：Freeasy 

※本リリースの調査結果をご利用いただく際は、「脱・税理士スガワラくん 調べ」とご明記ください。 

 

■調査結果 

まず、「社会人何年目か？」と訊いたところ、「1年未満」（8.3%）、「1年以上2年未満」（23.7%）、「2年以上3年未満」

（23.6%）、「3年以上5年未満」（23.9%）、「5年以上」（20.5％）となりました。 
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社会人2年目以上の917人に「給与が支払われ

た際、給与明細を確認するか？」訊きました。6割超

（62.9％）が「必ず確認する」と最多で、以下

「時々確認する」（20.3％）、「あまり確認しない」

（11.2％）となり、「確認しない」（5.6%）もわ

ずかにいました。 

 
続いて、「自分の給与明細を理解しているか？」

と訊いたところ、「理解している」（40.4％）、「なん

となく理解している」（51.5%）、「理解していない

（8.2%）となり、約6割が正確に理解していないこ

とがわかりました。 

 
それでは、「給与についてどんなことを知っているか？」訊いてみました。最多は「手取りと額面の違い」（64.9%）、以下「社会保

険料、徒食税、住民税は給与の総支給額から天引きされる」（60.1%）、「賞与にも社会保険料と所得税がかかる」

（46.8%）、「社会人2年目の6月から住民税が課税される」（46.1％）と続きました。これにより、手取りと額面の違いがわから

ない人は4割弱（35.1%）、賞与にも社会保険料と所得税がかかることを知らない人が4割（39.9％）もいることがわかりました。 

また、「社会保険料は4月から6月の給与の金額によって決まる」（30.6％）、「手当には所得税の課税対象と非課税対象があ

る」（29.1%）は3割前後しかおらず、認知度の低さがうかがえます。 
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最後に、「給与明細を見て驚いたことはあるか？」訊いたところ、「思っていたよりも手取りが少なかった」（51.6%）と「税金や社

会保険料などが想像以上に引かれていた」（40.8%）が目立ちました。 

 

■税理士・菅原由一が解説 「給与明細の見方と確認すべき項目」 

企業によって異なりますが、毎月25日を給料日と定めているところが多いため、4月25日に初任給をもらう新入社員は多いと思い

ます。そこで、今回は「給与明細の見方と確認すべき項目」について解説します。 

 

●基本給・額面・手取りの違い 

・基本給 

各種手当やインセンティブなどを含まない、会社から毎月固定で支払われる金額です。 

・額面 

基本給に各種手当やインセンティブなどを足した、会社から支払われる総額です。 
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・手取り 

税金や社会保険料などを天引きした上で支払われる金額。つまり、実際に会社から受け取れる金額です。「額面（総支給基金

額）」－「税金や社会保険料などの控除の合計額」＝「手取り」となります。 

 

●給与明細で確認すべき3つの項目 

・控除項目の確認 

給与から差し引かれる税金や保険料（健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料など）が正しく計算されているかを確認し

ましょう。 

・手取り額の確認 

実際に、自分の銀行口座に振り込まれる金額である手取り額が、適切に計算されているかを確認しましょう。 

・支給日と締め日の確認 

給与が支給される日（支給日）やその期間の日数を基準とする日（締め日）が、適切に記載されているかを確認しましょう。 

 

●社会保険料は何を元に引かれているのか？ 

社会保険料は、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・介護保険料（※１）・労災保険料の５つの保険料から構成され

ています。これらの保険料は、従業員の給与や報酬に応じて一定割合で引かれます。具体的には、標準報酬月額（※2）や基本給

などを基にして、各種保険料率が適用され算出されます。 

（※１）40歳になった誕生月から介護保険料の納付義務が生じます。 

（※２）標準報酬月額とは、毎月の社会保険料（健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料）を計算する際に基準となるもので、標準報酬月額を算出する

にあたり、対象となる報酬とならない報酬があります。また、健康保険料と介護保険料は1〜50等級、厚生年金保険料は1〜32等級に区分され、等級が上がるに

つれ、支払う保険料も上がります。 

・健康保険料 

健康保険は、労働者やその家族が病気や怪我の際の医療費をカバーするための制度です。健康保険料は、標準報酬月額に保

険料率を乗じた金額で計算され、保険料率は会社や地域によって異なります。 

・厚生年金保険料 

厚生年金は、労働者が老齢や障害、死亡などの際に年金を受給するための制度です。厚生年金保険料も健康保険料同様に、

標準報酬月額に保険料率を乗じた金額で計算されます。 

・雇用保険料 

雇用保険は、労働者が失業した際に一定期間生活を維持するための給付を受けるための制度です。雇用保険料は、雇用保険

料率を給与額に乗じた金額で計算され、業種によって異なる料率が適用されます。 

 

標準報酬月額の対象となる報酬は、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に充てられる

すべてのものを含みます。また、金銭（通貨）に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。

但し、臨時に受けるものや、年3回以下支給の賞与（標準賞与額の対象となります）などは、報酬に含みません。（例：賃金、給

料、俸給、賞与、インセンティブ、通勤手当、扶養手当、 管理職手当、勤務地手当など） 

 

一方、事業主が負担すべきものを被保険者が立て替え、その実費弁償を受ける場合、労働の対償とは認められないため、「報酬

等」に該当せず、標準報酬月額の対象とならない報酬となります。（例：出張旅費、赴任旅費など） 

また、事業主が恩恵的に支給するものも労働の対償とは認められないため、原則として「報酬等」に該当せず、標準報酬月額の

対象とならない報酬となります。（例：見舞金、結婚祝い金、餞別金 など） 
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●「4月から6月に働きすぎると損する」って本当？ 

4月から6月に働き過ぎて給与が上がると、社会保険料が上がる可能性があります。 

社会保険料は標準報酬月額に基づいて算出され、標準報酬月額は毎年4月から6月に支払われた給与の平均額で1年間の社

会保険料が決められます。この3か月間に働きすぎて残業代が多かった場合は、その分支払う社会保険料が増える可能性があるた

め、9月もしくは10月からの手取りが減ってしまうこともあるのです。但し、給与の変動があった場合、途中で標準報酬月額が変動す

ることもあります。 

 

●住民税について 

住民税は、居住している（住民票を置いている）市区町村に納める税金で、社会人2年目の6月の給与から課税されます。ま

た、住民税は、その年の1月1日に居住していた（住民票を置いていた）市区町村で課税することになっています。 

 

●給与明細は取っておいた方がいい？ 

給与明細は、自身の収入や支出を管理する上で非常に重要な書類ですので、取っておくことをおすすめします。給与明細には、

支給額や控除額などが記載されており、将来の確認や証明のために保管しておくことで、必要な時に役立ちます。また、給与明細に

誤りがあった場合にも、訂正や補足のために必要となることがありますので、大切に保管しておくことが重要です。 

 

■菅原 由一プロフィール 

1975年、三重県生まれ。お客様の85％を黒字に導く節税と資金繰りの専門家。 

2023年1月に開設したYouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』はチャンネル登録者数51万人を突破。ブログ 『脱！税理

士 菅原のお金を増やす経営術！』は全国税理士ブログランキング第1位を獲得し、アメブロ【公式】トップブロガーに選任。 

講演実績はGoogle、アパホテルなど上場企業、外資系企業も含め1,000回を超え、各メディアからの取材も多数受ける。 

書籍『究極の資金繰り』『激レア資金繰りテクニック50』（共に幻冬舎）は、累計2.7万部のベストセラーとなる。 

2024年2月22日に『タピオカ屋はどこへいったのか? 商売の始め方と儲け方がわかるビジネスのカラクリ』を発売。 

ブログ：https://ameblo.jp/sannet/ 

YouTube：https://www.youtube.com/@datu-sugawara 

X：https://mobile.twitter.com/sugawara11 

Instagram：https://www.instagram.com/sugawara.smg 

Threads：https://threads.net/@sugawara.smg 

TikTok：https://vt.tiktok.com/ZSexq2jCP/ 

Facebook：https://www.facebook.com/yuichi.sugawara.5 

 

■会社概要 

商号：株式会社スガワラくん 

本社所在地：愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-30 名古屋三井ビル本館7F 

代表者：代表取締役 堀江 芳紀 

設立年月日：2023年11月8日 

資本金：1,000,000円 

事業内容：セミナーの運営、YouTube、広告、コンサルティング 

URL：https://sugawarakun.com/ 
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